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令和 5 年度事業報告

2023 年度は、ロシアのウクライナ侵攻、世界的な物価高騰が加わり、我が国建設業界は燃料やエ

ネルギー、建設資材の高騰等に直面し、国土交通省では、「国民の安全・安心の確保」、「経済社会活動

の確実な回復と経済好循環の加速・拡大」、「豊かで活力ある地方創りと分散型国づくり」を柱とする

2023 年度予算が組まれた。

このような状況の下、会員企業はDX（デジタル・トランスフォーメーション）の積極的な導入等

により円滑な工事の実施に努め、防災・減災対策の強化、国際コンテナ・バルク戦略港湾の整備に

よる国際競争力の確保、洋上風力発電設備の基地港湾への対応、カーボンニュートラルポート政策

への取り組み、老朽化したインフラ対策等、豊かな国民生活の確保に向け、港湾、空港を中心とす

る良質な社会資本整備に尽力した。さらに、2024 年 1 月に発生した令和 6年能登半島地震に対して

は北陸支部を中心として、水、食料等の緊急支援物資の輸送及び被災した港湾施設の応急復旧等を

実施し、被災地の生活支援に貢献した。

一方、労働人口が大きく減少する中、建設業界では、若手労働者の不足や技能労働者の高齢化が

進行し、担い手の確保と生産性の向上が喫緊の課題となっている。また、建設業についても 2024 年

4 月から時間外労働の上限規制が罰則付きで適用される。このため、建設産業の魅力を高め、担い

手を確保・育成するための計画的な休日確保や長時間労働の防止への取り組みを引き続き強化して

きており、現場作業所の 4週 8閉所、個人ベースでの 4週 8休の達成率は着実に向上してきている。

さらに、公正・誠実な協会活動の推進に努めるとともに、協会をあげてコンプライアンスの強化

に努めた。港湾・空港の社会インフラの重要性や建設業の役割を国民にわかりやすく示すための広

報活動に積極的に取り組み、魅力ある事業環境、職場環境の構築に努めた。

1．港湾、空港、海洋関係の社会インフラ整備の推進
国土の開発・利用と保全に資する事業及び日本の経済の発展に不可欠な港湾・空港・海洋関係の

社会インフラの建設を円滑かつ効率的に進めるため、会員企業は専門的技術等を活用して貢献する

とともに、協会としては海洋土木業界全体における働き方改革と生産性の向上、担い手の確保と育

成等を図り、活力と魅力に溢れる建設産業を実現するため、国土交通省港湾局、航空局、地方整備局、

北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局、防衛省等に対し、受発注者双方が取り組むべき課題等に関

して要望及び意見交換を実施する等、社会インフラ整備等を適切に促進するために不可欠な環境整

備に精力的に取り組んだ。さらに、日本港湾空港建設協会連合会、（一社）日本海上起重技術協会、全

国浚渫業協会、（一社）日本潜水協会と働き方改革に向けた協力・連携のあり方について意見交換を実

施した。
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また、国土交通省港湾局、国土技術政策総合研究所及び（国研）港湾空港技術研究所等の研究機関

並びに（一財）沿岸技術研究センター及び（一財）港湾空港総合技術センター等の関係法人と連携して、

国土交通省港湾局、関係団体が設置する新技術の活用、ICT技術に関する各種技術開発、大規模プ

ロジェクトの施工等の検討に関する委員会等に参画し、様々な技術的な課題の解決に取り組んだ。

2．海洋土木技術の発展への取り組み
（1）プロジェクト関連の技術への取り組み

防波堤、臨港交通施設等の大規模な海上建設プロジェクトに係わる急速施工、工程管理等

について、施工条件等を考慮しつつ、適用可能な最新の技術を含め自主研究を行い、技術提

案を行った。

（2）生産性向上の取り組み

①監督検査の合理化

国土交通省による ICT推進等の各種施策の実施に関連して、遠隔臨場や工事書類のデジタ

ル化の実態等についてアンケートを行い、現場業務の効率化・簡素化についてとりまとめ、

これらの結果を踏まえて課題と改善策について検討を行った。

②プレキャスト化の推進

国土交通省港湾局が策定した「港湾工事におけるプレキャスト工法導入検討マニュアル（試

行版）」の適切な運用に取り組んだ。

③デジタル化の推進

国土交通省港湾局が設置する委員会及びWGに参加し、ICT 関係施策の実施に協力し、

BIM/CIM導入に関して調査研究を行った。特にBIM/CIMクラウドを活用した作業船の自動・

自律化等、先駆的な取り組みについて検討を行い、国に提案を行った。また、基礎工捨石均

しや床掘工の機械施工履歴等を出来形管理等に活用するためのモデル工事に協力し、生産性

向上に資する 3次元データを活用した検査実施の実現に協力した。

（3）カーボンニュートラルポート政策への取り組み

港湾工事におけるカーボンニュートラルに向け、作業船の CO2 排出量削減の調査・検討、

国土交通省港湾局の港湾工事におけるCO2 排出量削減に向けた検討WGへの参画、ブルーカ

ーボンの取組み検討等、カーボンニュートラルポート形成についての検討を行った。

洋上風力発電施設について、（一社）日本建設業連合会、（一社）日本風力発電協会等と連携し、

洋上風力発電施工技術研究会を開催して、海上プラットフォームによる浮体式洋上風力にお

ける大量急速施工の確立に向けた調査・研究を行った。また、シンポジウム等に参加し、調査・

研究成果の報告を行った。
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（4）新技術・新工法の開発、検証・標準化に向けた取り組み

協会が従来から検討を行ってきた重力式係船岸の増深施工技術について、会員企業の内の 8

社が進める国の革新的社会資本整備研究開発推進事業に協会としても支援を行った。

（5）作業船の整備、運用に関する取り組み

作業船の整備、運用に関して作業船稼働状況を調査するとともに、関係団体と連携して調

査解析し、作業船損料や算定基準の検討等、特に、残業を前提としている現在の積算上の課

題や令和 6年度から実施する試行的取組みについて国土交通省と意見交換を行った。

作業船における時間外労働の上限規制に適切に対応するため、非自航作業船内での休憩・

休息環境を整備し、ひいては担い手確保を進めるため、港湾建設関係団体で策定した「非自

航船における居住設備ガイドライン」について広く周知した。

また、全国的な作業船の係留泊地の不足についてその解消に向け、各支部において港湾毎

の課題をマップで見える化して、地方整備局、港湾管理者と課題解決に向けた協議を実施した。

さらに、作業船の継続的な保有と運用の安定化を図るため、課題と改善策、支援措置につ

いて、国土交通省港湾局と連携を図りつつ検討した。

（6）質の高いインフラ輸出への取り組み

国土交通省港湾局、（一財）国際臨海開発研究センター（OCDI）、（株）海外交通・都市開発事業

支援機構等（JOIN）と海外建設プロジェクトの情報交換等を実施するとともに、マーシャル諸

島等の太平洋島嶼国で調査を実施し、港湾プロジェクト実施上の課題と対策を検討した。

また、ODA事業実施に当たっての様々な課題に対して、（独法）国際協力機構（JICA）への要

望及び意見交換を行った。

3．魅力ある建設産業の実現
（1）働き方改革の推進

当協会会員企業が元請となった国発注工事について、休日取得（閉所）・長時間労働の実態、

適正な工期の確保等についてアンケートを実施した。なお、海洋土木業界全体の状況を把握

し必要な対応を検討するため、調査対象範囲は、2022 年度以降、元請のみならず、主要一次

下請、2次下請以下の自社作業船稼働会社、潜水会社とした。さらに、港湾建設関係団体の協

力を得て、7月及び 12 月の一時期に現場で働く元請職員、協力会社職員、技能者全員を対象に、

休日取得等の働き方改革に関する意識調査を行った他、作業船の運転時間、作業船従事者や

潜水士の勤務実態等について作業船所有会社、潜水会社に対してアンケートを実施した。こ

れらの結果を基に、適切な発注方法、設計変更のあり方やその協議プロセスの円滑化・合理化、

労働時間縮減のための更なる書類の簡素化等、働き方改革のための方策について検討を行い、
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国土交通省港湾局、地方整備局等との意見交換を通じて制度や運用の改善に努めた。また、

港湾管理者発注工事に関しても調査対象とし、港湾局長要望、地方整備局との意見交換会に

て報告した。

（2）担い手の確保・育成

担い手確保や若手技術者のスキルアップを図るため、官民合同の勉強会や現場見学会等を

各支部において実施した。

また、「建設キャリアアップシステム（CCUS）」の普及を推進し、技術者が誇りを持って働け

る環境の整備に努めるとともに、能力評価を行う新たな職種（特定技能外国人制度で当初設け

られた「海洋土木工」）の導入について、海洋土木工事に関わる関係団体と連携して、協議・

検討を進めた。

担い手育成の一環としての外国人技能者の受入に関しては ､日本港湾空港建設協会連合会

外国人材センターを通じて、潜水士を含む専門性の高い海洋土木技能の教育訓練の場の確保

も含め、協力・支援を行った。

4．大規模災害発生時への対応
令和 6年能登半島地震に対しては、災害協定に基づく支援活動として、北陸支部が中心となり他

の支部からの応援も得ながら、緊急支援物資の輸送、輪島港、七尾港等における応急復旧工事、船

舶の入港支援、国土交通省による港湾管理の権限代行措置に伴う地方港湾での安全確保措置等を実

施した。また、自主研究の一環として、復旧工法に関する調査研究を進め、復旧工事の技術的な課

題や資機材調達上のボトルネックに関する検討を行い、円滑な復旧工事に資するよう国土交通省に

提言した。

5．公正・誠実な企業活動の推進
コンプライアンスを遵守した企業活動の徹底を図るため、建設業法、独占禁止法等動に関わる法令、

規範等の改正事項について、会員企業に迅速に通知した。また公益財団法人公正取引協会、地元県

警本部及び国土交通省港湾局の協力を得て、日本港湾空港建設協会連合会と共同で独占禁止法、企

業対象暴力及び港湾行政に関する講習会を 2023 年度は関東、四国、九州の 3地区において行った。

6．安全・品質の確保と環境の保全
会員企業の安全・環境対策のより一層の実効性の向上を図るため、会員企業に、2023 年度に発生

した事故災害情報 27 件の周知及び再発防止策の水平展開を行った。

他方、安全対策の徹底・安全意識の向上を図るため、会長及び安全環境対策本部長による安全環

境パトロールをそれぞれ 10 月、9月に実施した。また、現場における事故防止対策として、安全教
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育資料の「港湾工事安全作業標準書（OHSMS（労働安全衛生マネジメント）対応型）」を 2024 年 2 月

に改訂するとともに、会員企業が施工する海洋土木工事の現場を対象に安全・環境対策のより一層

の向上を図るため、ポスター 2 種を作成し配布した。

さらに、本部・支部安全担当者合同会議の開催、本部・支部合同安全パトロールの実施、支部開

催の安全講習会に本部からの講師派遣等を行った。

7．広報活動
（1）広報活動の推進

機関誌「Marine Voice 21」については、年 4回発行するとともに、継続して配布先の更新・

見直しの実施、一般の方にも読みやすい紙面構成とするように努めた。ホームページについ

ては、多様化するデバイスに対応できるレイアウトデザインに更新した。 また、海洋土木業

界へ就職希望者を誘引する PR動画の検討を行った他、うみの現場見学会を開催した。

さらに、みなとオアシス等、港を核とした地域住民の交流の場を通じて東日本大震災での

協会の活動を周知できるよう、「3. 11 伝承ロード 映像アーカイブ」を紹介するリーフレットを

作成し配布した。

（2）技術の普及

会員企業が取り組んでいる活動、研究成果等について、協会主催の港湾技術報告会を開催し、

ICT施工等に係る最新技術の取り組みを報告した。

各種シンポジウムでの講演、国土交通省、関係団体が主催する港湾DXに係る研修、JICA

が実施する技術者研修等に講師を派遣した。

8．支部活動
支部総会、理事会、技術委員会、安全委員会を開催した。また、安全環境パトロール、地方整備

局及び各港湾事務所等との意見交換会その他の活動を実施するとともに、各種検討会に参加した。


